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 The changes in the occupational and industrial structure of employment have  a im-

pact on a social and organizational fragmentation of union movements. Blue—colar 
workers in manufacturing become a smaller minority within the labour movements. 

They had already lost their dominant position in the 70's. A scholar points out that 

unions in the  80's have faced four crises  : of intrest aggregation  : of employee loyalty 

: of representativeness  : and of organizational  scleroSis. 

 In many countries the largest unions are now in the public sector. In Italy the 

three major union confederations (Cgil, Cisl, Uil) are challenged by new rank-and-file 

activist groups autonomous of the unions in the public sector. These new emergent 

 grdups (COBAS) have achieved significant success in challenging the bargaing post-
ure of the major confederal leaderships. 

 This paper argues what mean four crises above indicated of italian major confed-

erations, tradional solidaristic trade unionism by the challenges of new, emergent 

groups.

1「 遅れてきた」大衆的組合主義

80年 代 に支 配 的 な ネ オ ・リベ ラ リズ ム を基 底 に した ア メ リカ の規 制緩 和,イ ギ リス の 民 営 化 の

潮 流 は,公 共 費 の 増 大 と累積 す る慢 性 的財 政 赤 字 に 苦 しむ イ タ リア に も無 縁 で は な か っ た。80年

代 半 ば か ら,60年 代 に肥 大 化 した 国家 持 株 会 社IRI傘 下 企 業 の 民 営 化(1)が 始 ま り,他 に先 駆 け て,

国 鉄AziendaautonomaFerrovieridelloStatoは86年,独 立 し た法 人 格 を有 す る 国 鉄 公 社(公 共

企 業 体)EnteFerroviedellσStato(2)へ,そ して92年,株 式 会 社 化 され る。 市 場 の コ ン トロ ー ル

機 能 の導 入 に よ っ て,伝 統 的 に 問 題 と な っ て い る公 共 部 門 の 低 生 産 性,非 効 率 の改 善 を達 成 しよ
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うとするのである。

多様な内容 を有するプライバタイゼーションは,企 業体の資本所有や経営管理の民営化のみな

らず,公 務員の労働関係のそれをも含んでいる。資本の所有移転や法人化などの結果 として生ず

るその従業員の公務員身分か らの離脱 は勿論のこと,公 務員の身分を維持 したまま労働関係その

ものが私法に基づいて規制される場合である。83年 「公務員及び公共部門の雇用に関する基本

法(3)」は,公 共部門の労働関係 に関する事項の団体交渉化 を始め,労 使関係の一部 プライバ タ

イゼーシ ョン化 を実現 し,そ の改正 としての92年10月 法律第421号 「公務員及び公共部門におけ

る雇用の改革(4)」は,公 共部門の労使関係 のより一層のプライバタイゼーシ ョン化 を進めるも

のであった。労働生産性の向上,公 共サービスの効率化 を目的 として制定 された 「基本法」 に

よってもたらされた状況をめぐって登場 したCOBASの 新 しい攻撃的な紛争行為が,公 共部門の

低生産性 と非効率をさらに助長したのである。

前稿で考察 した諸分野(産 別)で 誕生 したCBOBASの 共通する特徴は,次 の通 りである。労

使関係 システムにおける紛争発信者は,歴 史的に工業部門のブルーカラーであったが,公 共部門

サービス部門を軸 にしたホワイ トカラーへ とその中心がシフ トし,三 大労組(cgi1,cisl,uil)

の枠外で発生 したばか りか,か れらの不満や攻撃の第一の鉾先が労使関係の敵手である使用者に

ではな く,こ れら三大労組 に向かった。この既成労組 と区別 されるかれらの要求内容 も,外 部に

対する排外主義,内 部 に対する平等主義を基礎にする同質的なものであった。且つ,公 共サービ

ス部門にあたるために,ス トライキを始め とした争議行為手段 は高度な損傷力をもってお り,プ

ラスとマイナスのデモンス トレーション効果 を引 きだしたことについても相違はなかった。

そ して,何 故,87年 以降にCOBASが 登場 し,そ の紛争が集中したのかについては,83年 「基

本法」が,本 格 的に適用 される初めての労働協約改訂であったことを既 に指摘 した。「基本法」

は,70年 代の絶頂期 にあった三大労組の志向するネオコーポラティズムにみあった公共部門にお

ける労使関係の再編であった。多様な職種に分割 される公務員を単純化 した職務分類,平 準化 し

た賃金 に編成す ることによって,労 働組合の組織的集中および集権化を背景 とした三大労組の代

表権の独 占化,労 働関係の団体交渉化 と集権化を法的に承認 したのである。すなわち,公 共部門

への工業型の大衆的組合主義の移転であ り,そ の ミスマ ッチがCOBASの 異議申 し立てとして表

現 された。

時すでに,少 なくとも民間部門における労使関係 システムは,ネ オコーポラティズム,組 合 と

国家の関係が優位にたつ協調局面から,組 合 と個別企業の関係が中軸 になるフレキシビリティー

局面(5)に移行 していた。労使関係 をめ ぐる状況 と大衆的組合主義の移転の位相のズレが,こ の

時期に紛争 を集中化 した主要な要因をいえよう。公共部門への 「遅れて きた」大衆的組合主義 と

呼ぶことがで きる。

本稿では,続 いて位相のズレに不満 をもつ人々がCOBASに 結集 し,三 大労組の代表能力を危
ノ

機に陥れるまでの紛争の高揚が可能であったのかを,鉄 道の機関士COBASを 例題 として考察す

る。対象 とする時期は,必 要に応 じてそれ以前に遡 ることもあるが,COBAS誕 生(87年)か ら

鉄道公社が株式会社化す る92年 半ばまでである。 まず,特 定の職種 を基礎 とする要求 を もつ

COBASが 投 げかけた問題点は,三 大労組の労働者の利害 を代表する能力である。この代表能力

の問題は,そ れ以前から進行 していた代表権(の 独占)問 題 と結合 して論議されるようになる。

これを次節で扱い,代 表権の独占を組織的に支える産別組合の再編過程を不満の集積過程 として

検討 した後(3節),機 関士COBASの 誕生から凋落をみせ始めた局面 までの運動の推移を概観
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する(4,5節)。

6節 では,オ ルソンの集合行為論の分析枠組みを一部借用 し,三 大労組 との対比において機関

士COBAS運 動の発生,成 長,衰 退,変 化の過程 を考察する。運動が発生するまでの過程分析を

得意 とす る社会学に伝統的な集合行動論に対 し,オ ルソン ・モデルは,発 生以後の過程分析に集

中す る(6)。不満やその集積 は,集 合行為 に無媒介的に転化 しない。この不満 と運動 を媒介する

要因が,オ ルソン ・モデルの正負の選択的誘因である。

しか し,資 源動員論者の中か らも,オ ルソン ・モデルは,功 利主義的な経済合理性仮説に基づ

き,イ デオロギーや連帯,集 団意識などの要因が軽視 ないしは二次的にしか扱われていないと指

摘 される(7)。この点について充分考慮 したが,本 稿の仮説 は,70年 代 までのイデオロギー要因

の作用がCOBASの 登場を許す80年 代後半には弱体化 し,合 理的判断に基づ く行為次元が拡大し

たことにある。

2三 大労組の二重の危機一 代表権と代表能力(8)

労働者の利害代表機関 としての労働組合,中 央 レベルのナショナルセンターとしてその役割を

担 う総連合(三 大労組)が 労働法上の概念 として如何 に して使用されて きたかを,M.ナ ポリは

次のように述べている(9)。憲法制定から70年 の労働者憲章(法 律第300号)制 定までは,憲 法第

39条(労 働組合組織の自由)を 基礎 として,産 別 レベルの組合が優位な位置を占め,総 連合に関

する法文上の表記はなかった。労働者憲章第19条(企 業内労働組合代表機関の設立)は,代 表機

関である組合の確実な指標 として総連合を位置づけた。「…全国段階で,主 に代表的な連合に加

入する結社…」なる表記 をもって,イ タリアの伝統的組合 は連合であることが法的に承認された

のである。これは,公 的機関への組合参加が求められた場合,参 加する代表組合の選択 に際 し対

立や紛争 を防止するために,行 政判決に基づいて定式化 された。

その後,総 連合への法的支持を越えた連合概念の乱用期が続 く。三大労組の中央 レベル,周 辺

(産別,地 域,企 業)レ ベルにおける労働者代表機能の集中 と排他性 を促進する状況として顕在

化する。明白な特定の法の制定に結びつ く労働協約が締結 され,総 連合の特権化が著 しくなるが,

その頂点が83年 「基本法」制定であった。これによって連合は,労 働者の代表権を独占す る機関

であ り,そ の代表能力 を有する機関と同義語であることが,承 認されたのである。

しか し,80年 代下半期 には,多 数者を代表する組合の法的概念の危機を迎える。その結果,公

務員および公共部門の総部門協定(88年8月23日 大統領令第395号),公 務省通達(88年10月28日

第25518号)に み られるように,団 体交渉の交渉権者の資格は,従 来の多数者の代表能力から最

小の代表能力へ,そ の強調点が移行 した。この法的概念の危機 は,当 然ながら,現 実の危機の反

映である。COBASな どの新 しい集合行為者の登場 は,代 表権の独占の危機 を白日の下に晒し,

かつ尖鋭化 したが,危 機その ものの始 まりではない。かれらの総連合に対する,代 表 される者の

代表する者に対する批判 と挑戦,す なわち,代 表権 を独占する総連合に対 し,限 定された範囲で

あって も労働組合の一定部分の利害を代表 して,団 体交渉における正式な交渉権者としての承認

を求めたからである。ここから,総 連合の代表能力の危機 として論議が始まる。この危機 は,組

合民主主義の問題であると同時に,総 連合の紛争管理能力の問題でもあった。

確かに,80年 代初めよ り,総 連合は,代 表権の危機 に直面 していた。この代表権の危機は,そ

の背後に労働者の組合離れや無関心,総 連合の組合組織率の低下,と くにCgilの 衰退傾向が存

在 したが,直 接的には連合の統一体,す なわち総連合 の危機を意味した。70年 代下半期よりネオ
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コーポラティズム化 をはかった総連合は,79年 以降,そ の内部に幾度 もの緊張,不 和 を経験 し,

スカラ ・モービレの存廃をめぐって84年 の分裂 に至る。中央レベルのナシ ョナルセンターのみな

らず,職 場 レベルにおいても(民 間部門)72年 以来の代議員評議会(い わゆる工場評議会(10))

が終わ りを告げる。公共部門では保険衛生セクターを唯一の例外 として,代 議員評議会が民間企

業のように職場のすみずみにまで発展 していなかった。代表権(の 独占)の 危機に含 まれる諸要

因の中,こ の職場 レベルの統一組合機関をいかに再編するかの問題 と,先 の代表能力の危機問題

が絡み合う。

組織,団 体交渉のあらゆるレベルにおける三大労組の代表機能の集中と排他性の増大化(法 的

概念における総連合の乱用期)は,70年 労働者憲章 に依拠 した企業 レベルでの代表機関(代 表

権)の 独占として現 出した。これは,代 表能力に危機をもたらすCOBASの 出現に関連す るもう
一つの重要な問題,ス トライキの自主規制規範 と連結 していた。ス トの自主規制法 としての83年

「公務員基本法」成立以前 ,労 使合意による自主規制規範が制定 されていた産別,企 業 も存在 し

ていた。ス トライキの規制は自主的な範囲にとどめるべ きとの考えの上にたって,規 範制定の目

的は,あ くまで も不可欠なサービスの継続保障および施設の保護であ り,ス トライキ行使 に対す

る抑制の強要は,避 けるべ きであると考えられた。それ故 に,小 規模で周辺的な波及力のないス

トは放置され,か つ,自 主規制規範を採択 しない組織に対 して,規 範の拘束力は及ばなかった。

これは,三 大労組が職場における代表権を独占 し,か つ労働者の最大多数を掌握 していた民間部

門において不都合 はなく,適 合的な論理であった。

しか し,三 大労組 と競争関係にある独立組合の影響力の強い公務員部門では,整 合性をもたな

かった。国鉄でも,71年 に始めて規制規範が制定 された。70年 代 に先達の独立組合を追い抜いて

多数派になった三大労組 は,職 場の代表機関お よび団体交渉権の独 占を背景に,独 立組合への参

加,共 同を求めるこζな く,ス ト規制規範の起草 を単独で行 った。このような三大労組の排他性

は,「独立組合の規制規範の採択拒否 を促進 し,か つ容易 にし」,ま た,「 労働基準の自給 自足圏

内にス トライキを配置(11)」したのである。三大労組による代表権の独占は,周 辺的争議の放任

主義 と裏腹の関係にあ り,こ れが,COBAS誕 生を可能にする主要 な要因の一つである。

後に明確 になるように,規 制規範の採択は,正 式な団体交渉権取得 を承認する 「踏み絵」の機

能 を果たすが,規 範を採択 した最大手 の独立組合Cisal(187万 人,63産 別組合連合)は,83年

「基本法」制定まで,三 大労組 と同 じ交渉テーブルに着 くことにはならなかった。

91年3月 初旬,企 業内統一組合組織に関する総連合間協定(12)が成立する。末端の企業 レベル

で労働者の利害を代表する能力のある者が代表機関を構成することによって,こ の数年 を支配 し

てきたCOBASに 代表 される紛争原理を交渉原理に移行させる。すなわち特殊利害集団の発生を

最小化することが,そ の基本的な目的である。工場協議会に代わって,企 業内の新たな組織構造

としてRUS統 一組合代表機関の設立が合意された。RUS代 議員は,当 該企業の全従業員の選挙

によって選出され,被 選挙候補者の資格は,三 大労組ないしは投票権者の5%の 署名(既 述の最

小 の代表能力)を 集めた正式な組織 に与えられる。そ して,選 出される代議員は,2/3が 三大労

組への比例配分,残 り1/3が投票結果 に基づいて候補の被選挙組織に配分 される(後 者1/3の 三大

労組得票分は三者に均等配分)。 すなわち,全 従業員の代表 と特定の組合代表 とい う二重の代表

権 の正統性に基づいた単一チャンネルとして成立する。さらにこの協定は,93年7月 の政労使間

協定(13)に若干の修正(2/3が 得票結果に基づ く配分,1/3が 全国労働協約調印組合による指名)

を加えて盛 り込 まれる。
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総連合の代表権および代表能力についてのこの選択は,長 くて深刻な二重の危機 を経験 したに

も拘 らず,基 本的に70年 代の延長線上にあると言ってよい。全従業員の5%以 上の代表候補要件

と,全 国労働協約の正式交渉権者であ りかつ調印した組織 に留保 される1/3の 代議員配分は,何

を意味するのか。三大労組外からの挑戦によって生 じた代表能力の危機 を,こ れら挑戦者の排除

によって回避 し,さ らに,代 表権の統一 を回復す ることにある。鉄道COBAS運 動の推移(4,

5節)で 具体的に明らかになるように,新 しい集合行為者の要求 を伝達する正規の回路を実質的

に閉鎖 し,三 大労組の代表権の独 占をほぼ変わらずに維持することになるのである。

代表権の独 占(連 合統一)お よび代表能力の二重の危機 は,相 互に関連 しつつ危機 を深化 して

きた。三大労組の中,Ggilが もっとも深刻 な危機 に見舞われたのは何故か。第二(代 表能力)

の危機は,第 二次産業の生産労働者(と くに半熟練工)を 軸にした大衆的(な いしは階級的)労

働組合主義の危機である。産業構造の変化に伴 う労働力構成の変化にもっとも深刻な打撃を受け

たのは,Cgilで あった。とくに,ブ ルーカラーからホワイ トカラーへの労働力の重心の移行,労

働力全体 に占める工業労働者の量的減少は,す べての労働組合に対 し一様 に影響を与 えたのでは

な く,工 業のブルーカラーが組織員の中核 であったCgilに 大 きな影響 を及ぼ した。他方,Cisl

お よびUilに とっては,Cgilに 比べて,工 業部門の組織化が進んでいなかったため,逆 説的に打

撃の程度は大 きくなかった。ラ ・バ ッレが指摘するように(14),産 業構造 と労働市場の変化に伴

う工業労働者比率の変化が組合組織率に及ぼ した影響は,Cgilに 対 して組織の内部的弱体化 とし

て現出した。 しか し,CsilやUilに 対 しては,深 刻な打撃を伴わない組織内の中心セクターの代

替であった。

それではR.ハ イマ ンが指摘するように(15),各 組合間の組織基盤が均衝化することによって,

連合間の連帯が強化 されるのではな く,何 故に分裂の維持 に向かったのか。ここで,第 一(連 合

統一)の 危機と連結する。大衆的労働組合主義を基礎に追求,展 開された国民的協調体制(ネ オ

コーポラティズム)の 危機である。その背後には,イ デオロギーの終焉要因がある。第一の危機

は,「 組合 の戦略的選択,政 治的関係に関連 した政治マ トリックス(16)」上の分裂を意味する。

「組合の志向を資本主義内で作用する戦術的命令 に従属 させ」,「経営管理に挑戦す る非経済的 目

標 を抑圧 し,使 用者の現実的求めに従う(17)」戦略的,政 治的選択の変更圧力を専 ら受けたのは

Cgilで あった。

このように二重の危機 は,Cgilを 深 く,広 く直撃 したのであ り,い わばCgilの 危機 ともいえ

るだろう。 しか し,上 記の91,93年 の選択には,危 機の経験がいかされているとはいえず,し ば

しば指摘 されるように,三 大労組 は二重の危機 を理解 していたのか疑問である。

3産 別労組の合体化 と国鉄の民営化(機 関士COBASの 潜行期)

機関士COBASが 教員その他のCOBASと 異なる点の一つは,COBASが 誕生するまでの前史が

極 めて長いことである(こ の前史を次節の時期区分では 「潜行期」 とよぶ)。 潜行期は,COBAS

リーダーおよび中心的メンバーの母体であった(あ る)三 大労組の組織再編 と国鉄の経営 ・制度

の改変(民 営化への過程 とそれに伴 うリス トラ)を 背景に していた。

三大労組 の組織再編 は,72年 の総連合の結成(三 大労組の統一化)に 適合する産別組織として

の再編統合計画(18)であ り,合 体化accorpamentoと 呼 ばれた。産別構造の新組合戦略(当 該セク

ターの政策決定への組合参加)へ の適合,同 一セクターの団体交渉の同質化 を促進,総 連合の枠

内での組合指導の調整を助け,力 の分散 ・資源の浪費を回避することがその目的 として掲げられ
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た。その結果,三 大労組の産別編成は相互に同質化 される。

合体化が構想化 された70年 代初めは,「熱い秋」,総 連合の結成 を背景に,民 間 ・工業部門の大

衆的労働組合運動の攻勢の時期であった。総連合による中央 レベルでの政治的意思決定への参加

と同時に,各 産別組合によるセクターレベルでの政策決定への参加 を目指 した戦略でかあった。

この戦略に沿 った組織改革計画が ようや く具体化 されつつある時,総 連合を包囲する政治 ・経済

的環境の変化,そ して戦略そのものの転換を余儀な くされていた。しか しその後 も,合 体化政策

は依然 として変更 されることな く生 き続ける。L.コ ダラは,そ の結果,合 体化政策 は総連合

(中央 レベル)の 集権化の目的に合 った組織合理化の作用で終わり,公 務員の典型的ともいえる

特殊利害表明の衝動 を抑制する手段 と化 したと指摘する(19)。

交通運輸部門の合体化 は,文 字 どお り鉄道,航 空,各 地域の公共輸送機関,港 湾,ハ イウェー,

トラック輸送などの部門を糾合化するものである。三大労組の中でもとくに合体化志向が強 く,

その結果の組織集権化の程度が著 しいのがcgilで あ り,cislお よびuilな 相対的に強 くない(20)。

Cislゐ その過程は,77年 に7産 別組合が参加 してFitイ タリア運輸同盟が結成 されたが,各 産別

組合が自主性 ならびに外部への正統性(組 合員登録の承認,団 交の責任など)を 留保 しており,

Fitは 内部調整機能 しかもたない多元構成の上部構造であ り,い わば産別組合 の組合で しかな

かった。その後,85年 に産別組合が解散 し,単 一構成による財政的自律性および指導機関の統一

性が保障され,組 合員登録の承認,協 約調印権 も新 しい規約に基づいてFitに 与えられた。 しか

し,現 実にはその後 も長期に渡 って,産 別組合が新規約の実施を遅 らせ旧態通 りに影響力を行使

し続け,と くに分権 レベルでのFitの 存在は 「空の箱(21)」でしかなかった。

Cgilの 組合,産 別組合はまずFistイ タリア運輸組合連盟 に,次 いで79年 にFiltイ タリア運輸

労働者連盟に統合 された。Cisl/Fitと 同様に,第 一段階Fistで は産別組合には一定の自主性が留

保 されていたが,「 包括的」組織Filtへ の改組 に伴って各産別,職 種の特殊利害の表明は制限さ

れ,全 般的利害に従属を求められる。 また,組 織の大規模化に伴って,指 導機関への職種の代表

派遣機会が乏 しくな り,要 求伝達能力が劣化する。

この間の状況を象徴する出来事 として指摘されるのが,Filtの 結成 と引換に決定 された機関士

職のCgil機 関誌 「進行」Inmarciaの 廃刊であった。機関誌 「進行」の存在は,フ ァシズム期の

休刊 を除 くと,1908年 の創刊以降79年 まで,多 数派であったCgil所 属の,勤 務地お よび労働時

間がばらばらな社会的孤立 を労働の特質とする機関士 を相互に結合,討 論を保証する貴重 な資源

であった。合体化構想が始 まる以前の64年,機 関士の組合組織率は90%,そ の中Cgilが76%(22)

を占めていた。80年 代末の組合勢力比(図1,表1)と 比較すると,Cgilは 半分以下に減少 して

いることが判 る。その多 くは,独 立組合Fisafsへ と流出していった。

64年 に独立組合の連盟 として結成 されたFisafsは,団 体交渉の正式な交渉権者の資格 を獲得

することを目的とし,少 な くとも80年代前半まで,職 種,部 門を軸にした出身母体の特殊性を否

定することはなかった。70年 代半ば以降の10年 間にUilを 凌 ぐ成長 を期 し,78年 にCisalに 合流

し,87-9年 労働協約改訂交渉において始めて三大労組 との共闘が成立する。その中で50年 代初

めに設立されたSma機 関士 ・機関士助手組合 は,Fisafsの36%を 占め,後 に見るように89年 末

以降のCOBASと の共闘は,「包括的」組織 とな り,正 式交渉権の資格 を得たFisafsの 特殊利害

の排除姿勢 と衝突 し,90年 初めにFisafsを 脱退 し,COBASへ 合流する。その結果,Cgilと 共に

機関士部門における二大勢力を担 っていたFisafsは,機 関士の構成員の全てを失 うことになる。

83年 「基本法」の制定は,集 権的な包括的産別組織 と一致する交渉 レベルの集権化,待 遇の同
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図1-a各 組 合 の部 門別 組織 率(1987年1月)

全 体

事務部門

駅務部門

旅客部門

機関部門

技術部門

出 典:L.Bordogna,Rapportidisettore,inG.Urbani(ed),Gliattori.op.cit,p.158よ り作 成

図1-b各 組 合 に 占 め る 機 関 士 の 比 率

CgilCislUilFisafs

出 典:『llSole.24Dre』87年9月24日 号;LBordogna,Relazionisindacalicfra!nmentazione

deltarappcsentanzanellefarovie.opcit..p.171よ り 作 成 。

表1国 鉄内各組合組合員数の推移

Cgil Cisl Uil Fisafs

1978

1983

・:.

,..

1989

99428(100)

82087(83)

77117(78)

67633{68)

65685(66)

33318(100)

40958(123)

40515(122)

42409(127)

42356(127)

19639(100)

20484(104)

ユ9886(101)

19247(98)

20016(102)

7500(100)

11400(152)

14400(192)

17359(231)

16654(222)

78～86年は組合提供88～89年 は公社提供資料 による。

出典:L.Bordogna,Rapportidisettori,op.cit.,p.513よ り作成。

質化,均 等 化,そ して 政 治 化 が 制 度 的 に確 認 され た こ と を意 味 す る 。 労 使(政 府,総 連合)に よ

る公 共 費 の 削 減 を軸 と したマ ク ロ経 済 政 策 を優 先 す る とい う意 味 で の 政 治 化 で あ る 。 累積 した債
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表2a 公務員及び公共部門雇用者数の推移
(単位:千 人)

公務員 公共部門

1970 実数 2,204(100) 2,798(100)

%(雇 用者 に占める) 15.9 20.2

1980 実数 3;040(138) 3,746(134)

% 19.7 24.3

1990 実数 3,448(356) 4,187(150)

% 21.6 26.2

1992 実数 3,494(159) 4,187(150)

% 21.9 26.2

b 国内総生産及び公共費に占める公務員の労務費の割合(1989年)

%(国 内総生産)%(公 共費)

フ ラ ンス13.574.0

ドイッ9.853.0

イ タ リア12.171.0

イギ リス11.559.0

出 典:Censis,27°Rapporto,(玖cit.,p.553,p.563..

務利子負担が増大する中で,し かし,社 会サービスの圧縮が不可能 と考 える政府,経 営首脳,三

大労組 にとって,残 る道は,と くに70年 代から80年代初めに肥大化 した労務費の削減(公 務員給

与昇給 の抑制 と人員整理(23))で あった(表2参 照)。 そのためには給与の均質化を可能にする職

務分類,賃 金 区分の単純化,そ れを実現する 「包括的」産別組織 と集権化 した交渉が不可欠で

あった。

こうした組織構造の再編成,交 渉 レベルの集権化をもって目指 したセクター政策(国 鉄のリス

トラ)決 定過程への組合参加志向は,よ り一層,組 合の政策,要 求内容の一般的性格 を強める。

85年 法律第210号 「国鉄の改革 ・民営化」 は,そ の最大の結実であった。86年 施行の法律第210号

は,低 生産性 と人員過剰問題の解決を皮切 りに,赤 字財政 を健全化するために,役 員の財政上の

責任 を規定 し,ま た,92年 法律第421号 に先んじて 「基本法」の適用を除外 し,労 働関係 のプラ

イバ タイゼーション,す なわち完全な団体交渉化 を実現 した。 しか し,そ の実,役 員の経営的自

律性 を著 しく制限する政治的介入,政 治家の特権 を残 し,か つ労働関係 を公務員型保障の下に維

持す るとい う矛盾 と曖昧性が指摘 されている。独立 した公社への移転 とはいえ,制 度的,実 質的

にも民 間部門より公共部門の特性を有 している。

政治的介入 と引換の助成金の存在は,危 機的な収支不均衡 による財政上の制約を緩和するが,

他方で,政 治的介入による制約を受けつつ,経 営管理者は自己の進退に及ぶ財政的責任が課せ ら

れた。EC統 合 日程が近づ くに したがって,収 支バランスのEC諸 国標準への引 き上げも課題 と

なってきた(24)。(表3参 照)

さらに,国 鉄内では,職 務分類図式の大胆 な単純化が実施 される。70年 代前半 までは100以 上

の職務分類 と50以上の賃金区分に幅広 くかつ細か く刻まれていたが,何 れも管理職 を除いた7レ

ベル(後 に9レ ベルへ)に 統一されるようになった。そもそも公務員の職務分類,賃 金区分の細

分化 は,「 ジャングル」と呼ばれ,多 数乱立する産別組合の密室的分取 り合戦 を可能にした。こ

の 「ジャングル」の合理化,透 明化,す なわち,所 得の平準化 を可能にしたのが,産 別組合の合

体化であり,職 務分類図式の単純化であった。その背後には,Cgilを 軸 とした三大労組の工業型

大衆的組合主義 にもとつ く 「平等主義」,「全員に同一賃上げを」路線があった。
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表3鉄 道(国 鉄)の 近隣諸国比較(1986)

イ タリア イギ リス 西 独 フ ラ ンス

人員

鉄道路線距離

ク 路線Km当 り人員

輸送力 トン/Km

〃 旅客数/Km

労働生産性(技 術的)

〃(経 済的)

総売上高 に占める国家助成金比率

〃 輸送生産比率

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

104

77

76

146

100

41

400

127

171

74

334

102

176

137

44

341

109

216

50

288

147

193

176

40

312

出典 『llSole-240re』,1988年4月12日 及 び8月30日 号

この職業的地位の近接化,同 質化は,機 関士にとって相対的地位 の自己確認が容易になる。 と

同時に,制 度上の合理化によって もたらされた所得の平準化は,職 種的自己確認 と充足の根拠で

あった各種特別手当や刺激給部分の削除ないしは有名無実化 と固定給化であった。表4に みるよ

うに,機 関士(機 関部門)は,9レ ベルの中で5-6レ ベルにその90%が 集中する特異性 をもっ

ている。機関士職は,5レ ベルにおける4年 間の滞留後,自 動的に6レ ベルに昇格するように内

部的職種的同質性が極めて高い。5レ ベル未満の格付けは,機 関部門に含まれる転轍手および機

関士助手(約3千 名)で あ り,7レ ベル以上は,機 関庫長および部門長(約 百名)が 位置 してい

る。機関庫長や部門長 に昇任 しなければ,労 働生活の大半 を6レ ベルで過ごさなければならなら

ず,昇 格 による昇給の希望 もない。80年,一 部機関士の反乱に続いて,82年,Cgilの 機関士は,

自主的に 「進行」(そ の後 「更に進行」 と名付 ける)を 再刊 し(25),こ れが後のCOBASの 基本的

な組織的資源 となる。

表4国 鉄公社部門別職務分類格付け(1989年3月)

部 門 職 務 分 類 格 付 け

1 2-3-4 5-6 7 8 9 Tot.

事務部門

駅務 ク

旅客 〃

機関 ク

技術 ク

船舶 〃

全体

0

0

0

0

1,07

0

0,43

19,10

50.,06

56,58

7,03

71,93

44,95

50,67

41,55

32,98

40,13

90,43

23,68

35,77

38,56

25,39

14,49

2,87

2,13

2,53

5,41

7,79

9,65

2,34

0,38

1

0,74

7,80

2,00

4,32

0,13

0,04

0,04

0,05

6,06

0,54

100(19874)

100(53096)

100(20449)

100(28055)

100(83590)

100(2309)

100(207373)

()内 は 実 数 。 こ の他 に管 理 職(部 長):761人,資 格 レベ ル外:1,288人 が 加 算 さ れ る 。

出典:L.Bordogna,RapPortidisettori,op.cit.,P.150.

4機 関士COBAS運 動の推移

a誕 生 から紛争の頂点へ

機関士cOBASも 教員のそれ と同様 に,三 大労組の労働協約改訂案 を不満とするCgilの 組合員

を中心に,公 共サービス部門であるが故に極めて大 きな損傷力をもつ争議行為を武器に同一職業

コミュニティのメンバーに選択的誘因を提示 し,供 給することができた。かれらの誕生の契機 と

なった協約改訂交渉 とCOBAS運 動の第一ラウン ドが,教 員は三大労組の締結 までであるのに対

し,機 関士 はその締結後に本格化する。その推移を概観 してみる。

L.ボ ル ドーニ ャは,機 関士COBAS(26)が 運動 を開始 してか ら労働協約交渉の正式な交渉単位
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として使用者側か ら承認 されるまでの約4年 間(86年 末一90年 半ば)を4つ の局面に分 けてい

る(27)。この期間に先行する86年 以前 を潜行期,さ らに90年 半ば以降を追加 して区分すると次の

ようになる。

潜行期(70年 代末一)組 合産別組織の合体,集 権化への不満,変 節の蓄積

1期(86年 末一87年 末)「排他的平等主義」に基づ くCOBASの 結成 と確立

II期(88年 初一89年 春)外 部環境への適合による要求案の修正

皿期(89年 夏一秋)使 用者によるCOBASの 制度内化の企図

N期(90年 上半期)使 用者 によるCOBASの 交渉単位 としての承認,COBASの 他職種

への波及,3年 に及ぶ紛争の一応の終結

V期(90年 夏一91年 夏)既 成労使の隙間をぬ った選択的誘因の獲得,内 部亀裂の顕在化

VI期(91年 秋一92年 春)外 部環境の包囲によるCOBASの 凋落傾向

(1期)機 関士COBASは,86年 厂国鉄の改革 ・民営化」施行後始めての改訂である87-9年 労

働協約改訂交渉の推移 と関連 して登場する。三大労組の協約要求案を不服 とするCgilの 機関士

が結集 し,自 らの要求対案を作成 した。中間カー ドル層への厚遇(カ ー ドル手当の新設,超 過勤

務手当の増額 など)と は逆に,組 織,技 術的変化に伴 って過酷さを増しつつある機関士労働 に対

する補償(評 価)を 軽視 されたと認識 し(変 則勤務 危険,不 快 さ,責 任の相殺 として),一 律

30万 リラの機関士手当の新設 を初めとしてその他手当の増額,労 働条件および環境の改善,3千

名の新規採用 による時短などを要求 した。

かれ らの理念 「真正の階級的組合主義」,ス ローガン 「事務所で働 く者 よりも1リ ラで も多 く」

に表現されているように,排 他的平等主義を基礎に,機 関士職内部の連帯性を獲得 している。三

大労組 およびFisafsの 協約合意後の87年7月 か ら皿期の89年 末 まで,繰 り返 され た機関士

COBASの 単独ス ト参加率は,ほ ぼ常に ・1%(28)の高率 を維持 したことに証明される。

三大労組(5月),Fisafs(7月)が 合意 し,か つ全員投票(11月)に よって批准された協約

案には,COBASの 周辺的要求の大半が認められていた。 しかし,COBASは 主要な要求(機 関士

手当創設)が 無視されたとして協約締結反対,分 離交渉の再開を求めて,N期 までの3年 間にわ

たる紛争を,本 格的に開始する。

(II期)1期 末よ りII期全体を通 して,外 面的には高参加率のス トを背景にした紛争の高揚期

であった。 しか し,鉄 道部門の労使 にとって締結 を終えているはずの労働協約で規定された規準

の地域的適用 と法律第210号 に基づ く公社全体のリス トラ問題に取 り組む時期にあった。

公式,非 公式に拘 らず使用者 との交渉パイプのないCOBASは,下 院,州 機関などへの仲介 を

求める一方,解 決 に接近 しうる唯一の開かれた対話者 は,皮 肉にも既成労組(三 大労組お よび

Fisafs)で あった。指導層 と下部 との不一致をも露呈 しつつ,1年 間にわたるこの交渉ラウンド

において,1期 の主要な要求案(の 基礎 となる理念)の 放棄 と引換に,経 済的には要求案に近い

結果 を引きだ した。

88年10月21日 に成立 した協定には,機 関士手当の断念,付 帯技能手当の再評価を次期労働協約

改訂時まで延期することの代償 として,生 産性賃金の全原資の大部分を機関士に振 り向けること,

30%(約7200名)の 職務分類上の7レ ベルへの昇格,連 続2日 休暇制の拡大が認められている。

すなわち,1期 に成立 した公社,既 成労組 による労働協約の理念を逸脱 しない範囲での経済的譲
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歩であった。職種利害から派生 した要求を抑制 し,生 産性基準に基づいた技能評価への転換 は,

直面する公社の リス トラ計画の理念の範囲内に収め られた。

(皿期)リ ス トラに伴 う人員削減,労 働組織,労 働条件の変更に関する問題が附加 され,状 況

は一段 と悪化する。汚職によって辞任 した前総裁 リガー トと交替 した新総裁スキ ンベルニによる

経営側の新指導性の発揮 が,こ の期の特徴である。 リス トラ,90-2年 労働協約改訂,機 関士

COBASと いう労使関係に係わる主な課題を,新 たな制度,慣 行の枠組みの下で取 り組 もうとし

た。それは,80年 代初めのモンティエディソン ・グループのリス トラ時に,ス キンベルニ総裁の

下で実施された企業内協調の手法の踏襲(29)であった。

リス トラ,人 員削減計画そのものは,以 前のそれ と比べて目新 しくはないが,ス キ ンベルニ手

法が活かされるのは計画実現過程である。6月 末の協定(公 社/三 大労組)は,労 使関係に関す

る一種の 「社会協定」 として,7月 初めの取 り決め(公 社/三 大労組)は,リ ス トラおよび交渉

に関する最初の合意である。 リス トラ計画実施中の労使関係を合意に基づいて運営管理するため

に,3年 に1度 の労働協約改訂交渉を補完する毎年の補完交渉が制度化され,組 織の定員という

概念 を,職 務分担に基づ くそれから雇用の必需量によって逆規定される定員概念への転換,紛 争

冷却に関する規範 と手続 き,公 社外への人事移動,パ ー トタイム,人 員削減の第一歩である早期

定年制の基準 と様式(30)について取 り決められた。

機関士COBASに 対 して,公 社 は,7月 初めの取 り決め議事録に,合 意事項に関 し紛争行為に

ある労働者は,団 交によって派生する利益 から排除される旨の宣言を挿入し,他 方,同 中旬,一

定の条件の下で('1亘久的組合組織への編成,ス ト自主規制基準の受容)正 式の団体交渉権者 とし

て認める旨の提案をした。COBASの 存在 を制度内化することによって,混 乱 した紛争 に終止符

を打 とうとした。 リス トラ計画がもた らす労働条件および労働組織の改変に関す る交渉を希求し

ていたCOBASは,即 刻,提 案受諾を表明 した。 しか し,そ の後の話 し合いがないまま,4ヶ 月

後には再 びス トの威嚇をもっての労働条件および組織変更に対する拒否 と要求(年 表参照)が 発

せ られたQ

皿期の初めから既に,Fisafsに 属する機関士は,リ ス トラ問題をめ ぐってFisafs,三 大労組と

対立 し,11月 のCOBASス トにおいて共同歩調を取 り始める。公社 と三大労組の協調関係 も,7

月中旬,中 央管理部門の組織合理化決定をめぐって亀裂が生 じた。秋以降,ス キ ンベルニ総裁は,

公社推進計画(10ヵ 年財政案)を めぐって運輸大 臣との対立,論 争が頂点に達 した。L.ボ ル

ドーニャによれば,ス キンベルニの労使協調政策の不成功の原因は,法 律第210号 の(総 裁,役

員会,政 治家の相互の権能お よび責任の)不 明確 な規定 にある(31)。

5bCOBAS化 の波及から衰退局面へ

(IV期)87-9年 労働協約改訂 をめ ぐる紛争は,リ ス トラ問題 を媒介にして,90-2年 協約改訂

交渉にもちこまれ,暫 定的な終結を迎える。前期 より散見 しうる機関士以外の職種(駅 長,運 行

長,転 轍手,旅 客要員)の 紛争が本格化 し(COBAS化),機 関士COBASの 正式交渉権者 として

の認定がそれに拍車をかけた。それは,こ の期の最後を飾る各職種毎のス ト宣言の連続による波

状攻撃に至 り,国 鉄始まって以来の大規模な差止命令(5万 人規模の呼び戻 し)を もって回避さ

れる。

皿期を特徴づけた各者間の不和,対 立の一応 の解決がみられる。厂鉄道推進計画」案は,度 重
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なる対立と修正の後,90年2月 中旬上院運輸委員会において承認された。公社と既成労組の対立,

緊張は,1月 下旬に発表 された3万 人の新人員整理および三大労組を無視 した管理職の協約改訂

締結によって,さ らに激化 した。人員整理については,政 府,議 会および総連合 も介入して,2

月上旬に協定が成立する。公社が人員削減計画は単なる技術上の計算であることを認め,次 期協

約改訂交渉においてその対象人員の策定を開始 し,過 去に経験済みの自由意志 に基づ く手段(早

期定年制,他 の公務員部門への移動)の みによることを合意 した。もともと解雇を回避 し,早 期

定年,移 動,異 動あるいは定員の凍結による人員削減 を慣行 としていたが,ス キンベルニもその

枠 を越えられなかった。 しか し,解 雇の回避,自 由意志 を基調 とする慣行が復活 したわけではな

い。また,管 理職協約の補完のために,三 大労組 と交渉 を開始 し,ス ト自主規制規準にサ インさ

せ るため他の組織の代表者をも協約交渉への出席を認めることが確認 された。

この期に一挙に高 まった緊張感 は,既 成労組と新 しい行為主体の間,新 行為主体相互間にあっ

た。機関士COBASは,ス ト宣言と実施を繰 り返す谷間に,初 めてスキンベルニ(4月 中旬)お

よび労働大臣(下 旬)と の会談 を経て,5月 上旬,正 式な交渉権者 として協約交渉(3月 初旬か

ら開始)の テーブルに着いた。ここに至る道程は,公 社COBASの 関係が独立変数であるとする

と,媒 介変数は既成労組の態度である。cOBASに 対 して もっとも厳格であったのは,Cislで あ

り,労 働者の利害代表の断片化を促進,正 当化 し,労 使関係 システムのコン トロールを喪失す る

危険があることを理由に,一 貫 してCOBASの 交渉権者 としての認知に反対 した。次いで厳格で

あったのは,Fisafsで あ り,Cgilお よびUilは,職 種別協約ではなく統一 した単一協約であるこ

とを条件に,認 知 してもよいとい う現実的態度であった。

この態度が異なる要因として,既 にみたように(図2),機 関士に対す る各組合の組織率の違

いが影響 を与 えている。そ もそもCOBASは 組織構造 を形成 しない運動体 を理念 としていたため,

出身労組 とCOBASと の二重帰属を度外視 してきた。COBASメ ンバーは,機 関士全体の約30%

(5600名(32))を 占めるが,ス ト動員力はその2-3倍 である。機関士 に対する影響力の小 さい

、Cislに対 し,Cgilの プラス ・マイナスの影響力は大きい。 また,90年 初頭,Sma機 関士組合(約1
6千 名)はFisafsを 脱退 し,機 関士COBASと 共同行動 を組み始めて以降,Fisafsの 機関士に対

す る態度は急激に硬直化 してい く。

公社は,ス ト回避 と鉄道の正常運営を目指 してCOBASの 制度内化を認めたが,そ れは,同 種

の紛争主体の多様化を誘発 しないという確信に基づいていた。 しかし,そ れは二重に裏切 られる。

機関士COBASが 正式な交渉権者 として認知され,か つ既成労組の協約合意(33)(5月 中旬)の 後,

COBASは その合意協約案を拒否,新 たな紛争主体 となった(COBAS化 した)駅 長,転 轍手,旅

客要員,機 関士助手グループとともに,5月 末,6月 中旬の一大波状 ス トの脅威 を投 げかけ

る(34)。

90-2年 協約改訂時に新 しく登場 した紛争 グループは,機 関士 と異 なってFisafsな どの独立

組合からの派生である。かれらは,相 互憎悪 と便宜的共同行動の関係にある。上記の5月 末から

6月 中旬 まで,3度 にわたって連続波状ス トが宣言 された。一致するのは,締 結 された協約を不

服 として交渉再開を求める点 までであ り,そ の下には相互の不和,対 立,憎 悪 しかない。新グ

ループの要求は,機 関士が2度 の協約 とその間に獲得 した選択的誘因(昇 給,昇 格,正 規の交渉

権者の地位:前 二者について機関士は不満であっても)に 対する抗議ないしは同等の処遇の要求

であった(35)。

公務員 と同 じく未だ非市場部門である公社では,所 得の分配は常 にゼロサムゲームであ り,機
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関士が得た利益 は,他 のグループの不利益 となる。既 にみたように職業的地位の近接化,同 質化

は,自 他グループ問の差異 を目に見えやす くする。職業的同質性を基礎にした 「小規模 な特権的

集団」が,最 小ではないに して も最大でもない費用で最大ではないにしても最小で もない便益を

獲得 している。かつ,そ れが自己の便益の大小に関連すると判断 した同じく同質的な基盤をもつ

職種の人々が,同 様な,し か しそれと競争的な要求(選 択的誘因)を もって同様な集合行為に訴

えるのは,不 自然ではない。排他的集合行為者 は,新 しい集合行為者 をアメーバ状 に成長させる

ような,諸 分派を形成 させやすい(36)。

(V期)人 員削減 と労働組織,労 働条件変更問題が この1年 間の課題である。1年 かけた交渉

の末,91年 夏に労使間で合意に達した協定では,公 社 は生産性約30%の 上昇に等 しい1万9千 人

の削減を実現することとなる。COBASに よる紛争のピークは,90年11月(締 結 した協約の適用

の遅れに対する抗議),91年 夏(安 全に関す る取 り決め)で あ り,前 年まで と比較すれば極めて

減少 している。量的な減少だけでなく,質 的にも変化せ ざるをえなかった。90年6月 制定の 「不

可欠公共部門におけるス ト規 制法」によって,多 くの場合,合 法的ス ト権の行使か ら,白 色ス ト

や順法闘争的紛争手段(列 車の発車時間を遅 らせ るなど)へ の戦術ダウンを余儀 なくされた。

しか し,COBASが 拒否 し続けていた 「安全 に関する取 り決め」交渉は,91年9月,皿 期(89

年11A)以 来の要求であった機関士2人 乗務 とCOBAS誕 生か ら成長への基軸であった機関士手

当を認めさせる,イ ンフォーマルな協定化 として収拾 した。これは,三 大労組の猛烈な反発を誘

発 した。すなわち,既 に公社/三 大労組間では,漸 進的に1人 乗務への移行が協定化 されてお り,

上記 の合意は紛争への譲歩,国 鉄公社再建 を脅 かす労務費の悪化,三 大労組弱体化 のための

COBASの 利用であると。公社は,COBASと の協定 を否認 し,個 別交渉の結果,既 締結労働協約

の範囲で両立 しうる合意がはかられた。

この一連の過程は,COBASに 対する三大労組の力の回復 をもたらしたと指摘する者 もいる(37)。

いずれに しても,前 期の差止命令 に加えて 「ス ト規制法(38)」の施行および既成労組 との関係は,

公共部門の争議という損傷力,排 他性 を背景にした集合行為者 としてCOBASの 存在その ものに

制約 を課すこととなる。制約 を乗 り越えるためには,最 小ではないが極めて小 さい費用が高騰化

し,目 標 とする選択的誘因への距離 も遠ざかる。それは,次 期 により明確に現れる。

(W期)機 関士COBAS内 の亀裂が顕在化する。92年3月,「 鉄道の経営移転 に関する基本協

定」 および 「法律第146号 に基づ くス トライキ中の最低サ ービスに関する協定」が,労 使間で調

印 された。COBASは 両協定 に調印 したが,調 印にいたる過程で内部 の亀裂が 明か となる。

COBASの リーダー,E.ガ ロ ッリは両協約の調印に反対 したが,と くに後者の 「ス ト規制法 に基

づ く協定」では,E.ガ ロ ッリの拒否提案が投票によって否決される(39)。

ちょうど教員におけるCOBASとGILDAの 分裂 と同様に,集 合行為の起源で もある古典的職

業組合の排他性の上にたった政治的異議申し立て路線,そ して交渉による選択的誘因の獲得を優

先する現実主義路線の分岐が明確 となった。それは,公 社が協約に署名した団体 とのみ92年12月

まで組合関係を継続すると言明したことに起因する。 この協定の署名を,事 実上,正 式な交渉権

者の承認,正 統性のフィルターとして機能 させたのである。

4月 上旬,厂 生産性賃金 に関する協定」 をめ ぐって公社 と対立関係 にあったCOBASは,24時

間ス トを決行 したが,そ れに対 して公社は,か ってないほど決然 とした反撃をもって対応 した。

一141一



ス ト参加者に対 しては昇給分のカットというサ ンクシ ョンをもって威嚇 し,ス ト中には代替要員

による列車運行の停止を回避 した。その結果,ス ト参加率は40%(公 社発表)に 下落 した。同じ

く,5月 末の旅客要員COBASの ス ト参加率 も20%に 落ち込んだ。COBASを とりまく環境は,

IV期(90年 半ば)ま で とは異なって,決 定的に新 しい段階に入ったといえよう。最小ではないが

極めて小 さい費用であ り,か つ大きな損傷力をもつが故 に乱用 し過 ぎ,そ の結果生まれた 「ス ト

規制法」 を中心にした使用者および既成労組 による包囲の中で,滅 多に使えぬ高価な費用 を伴 う

資源に転化 させたのである。

6選 択的誘因と規制

機関士COBASの 誕生か ら衰退局面までの約6年 間の推移を概観 したが,三 大労組対COBAS

の対抗関係 と して整理する と,次 の如 くである。M.オ ルソンの集団理論によれば,集 団メン

バーに共通す る目的の達成,共 通する利益の充足は,集 合財(40)が当該集団に供給 されることを

意味 している。集団メンバーは集団目的達成によって もたらされる便益あるいは充足から排除さ

れない。集合財供給は,組 織全体の基本的機能である。 しか し,典 型的大規模組織の個別成員は,

その組織を支持 して活動 しようとしまいと,か れは,他 者によってもたらされる成果 を享受で き

る。合理的,個 人的利益 に基づいて,費 用を負担せずに,組 織が供給する便益(集 合財)を 享受

す る人々,す なわち,フ リーライダー,い わば,た だの りをす る人が発生す る。このようなブ

リーライダーの発生が不可避となる大規模集団をデオルソンは 「包括的」ない しは 「潜在的」集

団と呼ぶ。
「包括的」集団は,「選択的誘因(41)」集合財のように無差別的ではなく,メ ンバーに対 しての

み選択的に作用する誘因を提供することによってのみ,フ リーライダーの発生を回避することが

できると主張する。この誘因は,報 酬 としての正の誘因 と強制 としての負に誘因を含み,こ の正

と負の誘因がオルソン理論のキー概念である。これら集合財,正 負 の選択的誘因の供給 とそれに

要する費用,さ らに社会的誘因の供給,組 織化の費用,メ ンバーの異質性などを考慮すると,大

規模集団より小集団の方が有利になる。集合財供給にかかる費用 は,大 規模集団ほど一人当たり

の費用 は減少す るがフリーライダー発生の可能性が高 くなり,か つ個人の受け取る便益の割合は

小さ くなる。 さらに組織化の最低費用 も大 きくなるからである。

包括的,潜 在的集団である三大労組は,組 織 と団体交渉 レベルの中央集権化,狭 義の労働組合

の枠外にある国民的政策決定への参加志向(ネ オコーポラティズム化)に 傾斜することによって,

ます ますその性格 を強めていった。 しかも,合 理的個人を集団志向的に行為するよう動機づける

正負 の 「選択 的」誘因 も供給 しようとは しなかった し,供 給 しうるメカニズムをもたなかっ

た(42)。組合員の区別な く全労働者に無差別に集合財 を供給 しなければならない階級的組合形態

をとるイタリアの三大労組にとっては,正 負の選択的誘因の提供 は容易ではない。 しかし,正 の

誘因として,少 なくとも内部の異質的部分の要求や意見の伝達や調整機能の不在,負 の要因とし

て,ス ト規制の不在 を越えて周辺的ス トを放任するメカニズムを作 っていったのである。

さらに,イ デオロギーを基礎 にした連帯性 という社会的誘因の供給 も,6-70年 代 に比べて急

激に弱まってゆく。オルソンは,社 会的誘因が集団志向的行為に効果的意味をもつのは,小 集団

または大規模集団の中の 「連合的」集団の場合に限っている(43)。ビジネスユニオニズム志向の

Cislは ともか く,階 級的組合主義的立場 をとってきたCgilに とって,社 会的誘因の役割 は大 き

いはずである(逆 に,Cislに とって,選 択的誘因供給の意味は大 きい)。 さらに,す でに明 らか
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なように 「連合的」タイプの集団であった公共部門の産別組合は,合 体化 によってその性格を喪

失 し,中 央集権化 して きたのである。

量的に優位にある同質的なブルーカラーが基盤 となるCgil中 心の大衆的労働組合 の形成に成

功 した第二次産業と異なって,70年 代 まで三大労組ではな く群雄割拠の独立組合が力を誇 った公

共部門では,多 職種 によって構成 された異質なホワイ トカラーが中心である。大規模集団メン

バーの社会的異質性は,社 会的な選択的誘因の活用に障害を与える。集合財に対する異なった要

求が出現す る可能性が高 くなり,そ の場合には非同意者 と交渉 したり,不 満をもつメンバーに対

し充足に足 るより強力な選択的誘因を探 しださなければならなくなるからである(44)。

他方,機 関士COBASの 対象が比較的小規模な同一職種であるために,組 織化費用 は大 きくな

い。その上,既 存(Cgil)の ネットワークを利用することによっていっそう低減化することがで

きた。 しか も,リ ーダーや中核的部分は,Cgilの フリーライダーではなく,積 極的に集合財供給

にかかる費用 を負担する活動家であったため,三 大労組 に対する対抗勢力 としてCOBASを 形成

する資源(機 関誌 「更に進行」の刊行,メ ンバーの補充,説 得,情 報など)を 充分にもっていた。

また,「 包括内」組織の負の選択的誘 因の不在,す なわち,Cgilの 伝統的に無いに等 しい緩や

かな集団規範(逸 脱者の放任),ス トの自由(自 主規制範囲内での周辺ス トの放任)の 慣行化が,

最低費用の負担で長期にわたる紛争行為の維持を可能にした。

イデオロギーを基礎 にした社会的誘因が低下したとして も,機 関士COBASは,テ ィリーのい

う 「キャット・ネット」CATNET(45)の 典型的に高い集団であ り,凝 集性や連帯性の獲得 は極め

て容易であった。集団内で共有されたアイデンティテ ィの強さと共通の性質をもつ人々の社会的

境界の明確 さとしてのカテゴリー性CATNESSと,個 人的紐帯 によって集団メンバー相互を結ぶ

ネッ トワークの密度 としてのネットワーク性NETNESSを 結合 した概念が,「 キャットネット」

である。連帯はカテゴリー性に比例する。この 「キ ャット・ネット」は,機 関士を始め医師,教

員などの専門的職業グループのみならず,航 空関係(ホ ステス,ス ティワード)や 国庫省計算セ

ンターのオペ レーターなど特殊な専門性をもたないグループの双方でCOBASが 誕生 したことの

説明を容易 にする。1
厂ある集合財の供給を受 ける人々は誰 もが同じ水準 と同 じ種類の集合財を受けることで我慢 し

なければならない(46)」。職業的地位の近接化,同 質化およびそれに伴 う所得の平準化,さ らには

「国鉄改革 ・民営化」に伴 う大幅な労働組織や労働条件の悪化(二 人乗務から一人乗務へ,勤 務

形態 ・時間の変更など)に よって,我 慢を増幅させてきた。負の選択的誘因不在の中,豊 富な資

源 と低い費用負担 によって,機 関士職のCOBASへ の再集合の過程は困難ではなかった。

イギリスの職業組合の成立史に遡るまでもなく,そ の後の発展形態である産別組合や一般組合

は,構 成メンバ ーを異質化 し 「包括的」性格をよ り強 く有するようになった。この形態の組合に

おいて,選 択的誘因 と強制ないしはその機能的等価項 は,労 働組合の組織 を維持す る上で(ブ

リーライダーの発生,す なわち集合財に対する欲求や評価の不一致の回避)不 可欠である。例え

ば,ベ ルギー,デ ンマーク,ス ウェーデン,ス イスでは,代 表権を独占する組合は,集 合財供給

の対象 をメンバーに限定 している。 ドイッでは,労 働裁判所 は組合員に有利な判決 を下 してい

る(47)。また,公 務員においてほぼ半数を占める上級公務員の比率は,さ らに増大 している。か

れらは,不 解雇などの特権の享受 と交換に,ス ト権,団 交権なしの政府の片務的規制による労働

関係にあ り,職 員 ・現業職のス ト時における労働の代替行為を含む行政への忠誠が義務づけられ

るようになった(48)。全体の基盤の合意達成手段 として,上 級公務員,職 員 ・現業職の区別のな
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い 「経営協議会」(非 経済的事項),1年 毎の団交(経 済的事項)が 存在する。

80年 代にネオコーポラティズムを成功 させたスカンディナビア諸国,ド イッでは,外 部的強制

(労使関係 を規制す るメカニズム),選 択的誘因の供給,そ して基盤の不満を蓄積 しないための合

意達成手段の制度化 と機能的運用(組 織および交渉 レベルの分権化)の 何れかないしはその組み

合わせの存在 に配慮がなされていた。対 して,イ タリアでは,こ れらの要因をなおざりに したま

ま,組 織の集権化,代 表権の独占化過程が進んでいった。Cgilの(と くに)リ ーダー層が確信 し

ていた欠落 した上記要因の等価的代替物 は,社 会的誘因(階 級的イデオロギー)の 存在であった。

この誘因が等価的な機能を果たすのは70年 代までであ り,か つネオコーポラティズムに向かうま

では,ス カラモービレを始めとして目に見える便益(選 択的誘因)を 供給す ることもできた。

M.レ ジー二は,協 調の安定性の主要 な前提条件 としての代表組織の集権化 と集中,代 表権の

独 占が欠落 している場合の機能的等価項(代 替物)の 存在が,国 民的連帯期(77-79年)の 協調

に作用 した と述べている。その等価項 とは,三 大労組の統一協定,階 級イデオロギー,団 体交渉

の調整および有効な民主的手続 きの欠如である(49)。前二者 は,80年 代上半期に 「死 に体」 と化

し,後 二者は,機 能的運用を可能 となるように制度 されていたわけではなかった。そのツケが,

位相のずれた,ネ オコーポラティズムおよび大衆的組合主義が遅れてきた,し たがってそれに向

けた合意形成が欠落 していた公共部門において表現 された。COBASの 三大労組に対する批判 と

異議申し立て,す なわち三大労組の代表権および代表能力の二重の危機 として顕在化 してゆ くの

である。

おわりに

最後に,使 用者 としての経営管理者の特異な態度に触れておかなければならない。本稿が対象

とした機関士COBAS運 動の約6年 弱の間は,国 鉄か ら株式会社化に至 る過渡期の公社時代であ

り,制 度的には民間部門より公共部門に近似 していた。3人 が交替 した総裁は,85年 法律第210

号 「国鉄改革 ・民営化」によって共通の制約を受けていた。既述のように,総 裁 を始めとする役

員の経済的責任(企 業収支バ ランスの健全化)が 強化 された反面,自 律的な経営管理に対する制

限,す なわち経営管理に対する政治家 との未分化な権限と責任の共有が温存 された。公社首脳陣

のフリーハン ドの制限と,公 共部門に共通する使用者 としての政治家の両義性(敵 手である労組,

労働者 を選挙民 とみな し,選 挙や政治的合意が判断基準となり,譲 歩が生まれる)が 作用するこ

ととなった。

さらに,基 本的には三大労組 との企業内共同決定体制にあると共に,従 業員の労働関係の私法

適用への移行(労 働関係事項の団体交渉化が中心(50))に もかかわらず,雇 用の安定(不 解雇)

を始めとした公務員特権が維持 された。以上の諸要因の複合が経営管理者にとって,三 大労組 と

の賃上げと人員削減,労 働生産性の上昇 とのバーターを,必 須の課題とし,こ の間の二度の労働

協約改訂交渉(87-9年,90-2年)が 展開される。使用者および三大労組双方 ともに,COBAS

への譲歩をこのバーター成立のためのコス トとして考えていたと思われる。

ME革 命を経過 しつつある現代社会において,各 人が受け持つ部署,労 働 は相互依存関係が質

的,量 的に拡大深化 している。一方が他方の条件であり,他 方によって条件づ けられる度合いが

強 まっている。 したがって労働の中断は,過 去と比較できないほど損傷力を高める。他方,労 働

市場全体の分断化,労 働力構成の異質化が進 む今 日,紛 争規制メカニズムより事前にそれを回避

す るための,基 盤の合意達成メカニズムの形成が問われているのである。すでに,90年 「ス ト規
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制法」の成立によってCOBASの 発信する紛争の大部分が非合法化 され,争 議件数が低減 したの

を見たが,93年7月 協定が合意形成に向か うメカニズムを提供 しうるか観察 しなければならない。
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[1]80年 代 半 ば まで の民 営 化 につ い て は,T.Thimeyer/G.Quaden編(尾 上 他 訳),『 民 営 化 の世 界 的 潮 流』,御

茶 の 水書 房,87年 を参照 。

[2]法 律 第210号(85年5月17日)に よ り,行 政 を構 成 す る部 分 と して運 輸 省 の支 配 下 にあ る 国営 企 業 か ら,運

輸 省 の 監 督下 にあ るが,公 的 に は行 政 か ら独 立 した 法 人格 を もつ 国鉄 公 社(文 字 通 りの 公 共 企 業体)に 転 化

した 。本 文3節 参 照 。

[3]拙 稿,「 労 使紛 争 のサ ー ビス化 一1987-8年 イ タ リア ・COBASを 中心 に」(精 報 研 究』 文 教 大 学i青報 学部 紀

要,第14号,93年,65-83頁)を 参 照 。 国 家 お よび地 方 公 務 員,公 共企 業 体 の 雇 用 者 に対 す る雇 用,労 働 関

係 は,基 本 的 に同 一 の 法律 に よって 規 定 され て い る の で,特 別 な断 りが ない 限 り公 共 部 門 に は公 務 員 も含 ま

れ,公 務 員 に は公企 体 雇 用 者 も含 まれ る 。

[4]83年 「基 本法 」 に対 す る批 判 点 は,多 くの 逃 げ道(規 定 され た 全 般 的紀 律 の 適 用 を受 け な い新 旧 の機 関,

制 度 体 の 存在),交 渉専 権 事 項 と法 的 規 定事 項 の区 別 の混 乱,日 時 の不確 実牲 と偶 然 性 に対 す る非 有 効 性(ex .

90年 半 ば に88-90年 協 約 の 申,た っ た3つ の みが 運 用)で あ り,こ れ を改 正 す る もの と して ,法 律 第421号

/92.10.23.(委 任 立 法 第29号/93.2.3.)が 成 立 。 公 務 員 のprivatization・deregulationを 目指 し,労 働 関係 の

完 全 な団 交 化 を実現 す る 。労 働,雇 用 関係:民 法 の規 定 に従 う(個 別 的)労 働協 約,団 体 協 約 に よ る規 制,

賃 金 を含 む 労働 関係 の ほ とん どの 事 項 が 団体 交渉 に よ って 扱 わ れ る,団 体 交 渉 を管 轄 す る組 合 関係 機 関 の設

立,争 議 の管 轄 裁 判所 は,行 政 裁 判所 か ら普 通裁 判 所 へ,「 労 働 者 憲 章」 法 律 第300号/70年 の適 用 が 主 な内容 。

G.Bolaffi,Ilpubblicoimpiegoprivatizzato:unariformaperviasindacale,inIlMulivw,XLII,n.347 ,3/93,pp.

546-552;U.Romagnoli,Pubblicoimpiegoopubbliciimpieghi:odisseadiunariforma ,inidid.,pp.553-562;

M.Rusciano/L.Zoppoli,Introduzione:disciplinadellavoropibblicoefunzionalitadeiservizi ,inIllavoropubbli-

co,IlMulino,93,pp:13-34;CESOS,LerelaziortisindacaliinItalia:Rapporto92/93 ,Ed.lavoro,・94,pp.59-61,

119-120;『 海外 労 働 時 報 』,日 本 労働 研 究機 構,n .214,apr/94,58-9頁 。

[5]M.Regini,Ilsindacatoeuropeofraconflitto,scambiopoliticoepartecipazione;inIlMorino.n.334,91 ,pp.

275-286;そ の他,全 体 の状 況 につ い て は,真 柄 秀 子,「 ヨー ロ ッパ 労 働 政治 の 展 開」,『大 原社 会 問 題研 究 所

雑 誌 』,n.426,94年5月,1-20頁 参 照 。

[6]ス メ ルサ ー,タ ーナ ー を中心 に,相 対 的剥 奪 論 を含 む社 会 学 的 集合 行 動 論 は,「 運 動集 団 を社 会 変動 のエ ー

ジ ェ ン トとみ な し,運 動 と変動 を リン ク させ,と くに運 動 が 発 生 す る まで の経 験 を明 らか に しよ う と」 す る。

資 源動 員 論(オ ル ソ ン に始 まるが,そ の 後 オ ル ソ ンか ら離 れ る)は,「 運 動 の動 員 プ ロセ ス と政 治 プ ロ セ ス を

組 織 連 関論 的 に分 析 し,そ れ らの プ ロセ ス の ア ウ トプ ッ トと して社 会 変 動 を明 らか に し よ うとす る」。塩 原 勉

編,『 資 源動 員 と組 織 戦 略』,新 曜社,89年;M.N.Zald/J.D.McCarthy(ed),SocialMovementsinanOrganiza-

tionalSociety,TransactionPublishers,.87.

[7]塩 原 勉 編,前 掲書,93-143頁 。

[8]代 表 権(機 関):rappresentanza,代 表 能 力:rappresentativitaに そ れ ぞ れ対 応 させ て い る。G.P.チ ェ ッラ

に よれ ば,前 者 は,制 度 的,イ デ オ ロギ ー 的側 面 な ど も含 んで い るが ,と くに量 的 側 面 を重 視 し,後 者 は,

利 害 代 表 の 質 的側 面,責 任 に 近 い含 意 と して 理解 され て い る とい う。G.P.Cella,Nuoviattoriedualisminelle

relazioniindustrials,inProspettivasindacale,Rosenberg&Sellier,n.78,90,p.164.

9]M.Napoli;Confederalitaerapprezentatiyitadeisindacato,inibid.,pp.20-6.
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[10]全 従 業 員(組 合 員,非 組合 員 を 問 わ な い)に よ って選 出 され,団 体 交 渉権 を有 す る職 場 の労 働 組 合 機 関 。

統 一総 連 合 の分 裂 後,三 大 労 組 の 各 々が 組 合 企 業支 部 を設 置 す る こ とが 多 か ったが(と くにCisl),形 式 的 に

工 場 評 議 会 が 残 っ て い る場 合,そ れ は組 合 の企 業 レベ ル の 機 関 で は な く,統 一 的 交 渉機 関 と して の存 在 で

あ った。

[ll]A.Accornero,SindacatoeconflittoinItalianell'ultimoventennio,inIlMulino,mar./apr.93,n.334,p.298.

[12]RUSの 一 般 的基 準 の制 定 の み な らず,総 連 合 を形 成 す る組 織 間 の 関 係 を規 定 す る規 制,対 立 が生 じた場 合

の 解 決 の た め の 基 本協 定 と定 義 され て お り,末 端 の企 業 レベ ル に お け る総 連 合 の 再 統 一 が,公 的 に修 復 した

こ と を意味 す る。 こ こに至 る過 程 は,1.Regalia,Lei-appresentanzesindacalineiluoghidilavoro,inG.Urbani,

Gliattari,GiappichelliEd.,92,pp,81-124.を 参照 。 ま た,既 述 の通 り92年 「公務 員 制 の改 革 」 に よ って,私

法 に基 づ い て律 せ られ る大 部分 の公 務 員 に対 して も,こ れ ら一 連 の協 定 が 適 用 され る。

[13]93年7月3日 「労 働 コス ト」 に 関す る協 定 は,団 体 交 渉 制 度 やRUSな どの労 使 関 係制 度 にか か わ る諸種 の

改 定 が 中心 とな って い る 。例 え ば,労 使 が 重 視す る企 業 レベ ル の 団 交 の 基 本 原理 に,極 め て使 用者 主 導 の 上

に た っ た(旧)西 独 型 の参 加 モ デ ル が採 用 さ れて い る。G.カ ゾ ッラが 第 一 次 共和 制 の最 後 の協 調 と呼 び,本

質 的 に ア ナ ク ロニ ズ ム と断 ず る よ うに,80年 代 以 降 に直 面 して き た諸 問 題 の 解 決 に 向 け た改 革 理 念 が 見 当 た

ら な い 。G.Cazzola,L'accordodiluglio:1'ultimaconcertazionedellaPrimaRepubblica,inIIMulino,sett./ott.

93,n.349pp.941-950;U.Romagnoli,Ilsindacatodopo1'accrdo:lapartecipazionepossibili,ibid.,pp.

951-960.;Censis,27Rappartosullasituazionesocialedelpaese1993,Francoangeli,93;pp.57-60.

[14]D.LaValle,Unitaecomposizionedellarappresentanza,inProspettivasindacale,n.70,dic./88,pp.17-22.

[15]RichardHyman,TradeUnionsandtheDisaggregationoftheWorkingClass,inM,Regini(ed.),TheFutureof

LabourMovements,SAGE,92,p.162.

[16]G.Baglioni,L'unitareelpresenteereelfuturodell'azionesindacale,inProspettivasiredacale,n.?0,0p.cit.,pp.

16.

[17]RichardHyman,op.cit.,pp.162-3.

[18]M.Napoli,Osservazioniattornoairapportifrarelazionicollettiveemodelliorganizzatividelsindacato,in

Prospettivesindacale,n.63,mar./87pp.195-211.

[19]L.Codara,Accorpamenti:unadecisionedifficile.IIfaticosocamminodeinuoviinquadramenticategoriali,in

Prospettivesindacale,n.63;ibid.,pp.59-60.

[20]Cgil,cisl/uilの 各組 合 組 織 お よ び運 動 理 念 に 由 来 す る。 歴 史 的 に,各 組 合 は 産別 の垂 直 レベ ル と地 域 の水

平 レベ ルの 利 害 調 整 に直 面 して きた。Cgil.は,「 労働 会 議 所 」Cameredellavoroを そ の 出発 点 と して,労 働 者

の 階 級 的利 害 の統 合 を 目的 と して きた た め に,組 織 の 中 心 を水平 レベ ル の上 にた った 全 国 的組 織 の連 合 体 に

重 きが お か れ るの に対 し,C孟slは,ア メ リ カ型 ビ ジネ ス ・ユ ニ オ ニ ズ ム に基 づ く組 織 モ デ ル と して産 別 組 合

に重 点が お かれ て い た。

[21]L.Codaraibid.,p.51.

[22]E.Gallori,Lanostalgiadelsindacatodiclasse,inR.Armeni,Gliextracanfederali,Ed.Lavoro,88,p.90.

[23]こ こか ら現行 の各 年 度 の財 政法 に よ って,昇 給 の 最 大値 を決 定 す る慣 行が 始 ま った 。LBordogna,Pluralis-

mosenzamercato:relazionisindacaliecomportamentodegliattorinelpubulicoimpiego,inStatosociale,Servizi,

Pubbllicoimpi.ego,Joveneed.,Napoli,1990,p.79.

[24]公 社 の財 政 再 建 を 目的 と して,例 外 的 な特 別助 成 金 に も拘 らず,公 社 が2年 続 け て収 支 決 算 の 欠 損 を通 告

した場 合 に は,役 員 会 は閣 議 に よ って 解任 され う る規 定(8,17条),労 働 関 係 を公 務 員 型 の 多 くの保 障 下 に

維 持す る規 定(21条 特 に 労働 関係 の 命 令 と停 止)=66年 法 律 第604号(生 産 活動 お よ び労働 組織 に 関連 す る
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理 由 に よる 個 別 解 雇,CIGレ イ オ フ)の 適 用 除 外 。L.Bordogna,ibid.,p.89;...,Rapportidisettore,op.cit.,p.

147.

[25]79年 廃刊 時 の定 期 購 読 者 数 が7千 人(cgil組 合 員 数 に相 当)に 対 し,再 刊 時 の1100人 か ら,87年 に は8500

人 を数 え る。再 刊 前 の80年 に は,Cgil脱 退 者 に よる3度 に わ た る 山猫 ス トが 実 施 され た が,こ の結 果 は,三

大 労組 の労 働協 約 に吸 収 さ れ た(E.Gallori,op.cit.PP.93-4.)

[26]機 関士COBASの 正 式 名称 は,COMU(Coordinamentodeimacchinisitiuniti)統 一 機 関士 協 同体 で あ るが

他 産 別 の同 種 集 合行 為 者 と同 じ くCOBASと 呼ぶ 。 組織 構 成 は,機 関 庫 毎 に選 出 され た機 関 庫 代表 者(50名 毎

に1名 選 出,選 挙 人 が母 集 団 の2/3以 上 参加 した場 合 に有効)全 員 に よ って 構成 され る 「鉄 道 管理 区 協 同体 」

の 上 に,15の 鉄 道管 理 区か ら派 遣 され る2名(89年5月 よ り3名)計30名 が構 成 す る 「全 国 協 同体 」 か ら成

立 。

[27]L.Bordogna,Relazionisindacalieframmentazionedellarappresentanzanelleferrovie,inCESOS,Rapparto

89-90,Ed.Lavoro,91,pp.158-9.

[28]ス トラ イ キ決 定 の 手順 は,機 関 庫 また は鉄 道 管 理 区単 位 で,ス ト行使 対 象 者(ス ト予 定 時 に勤 務 シ フ トに

あ た る者)の 賛 成 署 名80%以 上 の場 合 に の み,ス ト宣言 す る規 約 を もつ 。87年6月 か ら90年6.月 ま で(1期

一1V期)の3年 間 に
,機 関士COBASが 実施Lた 全 国24時 間以 上(48時 間が 多 い)の ス トは,18回 に 及 ぶ(2

度 の差 止 命令 や 中 止 な どス ト宣言 は さ らに 多 くな る)。 主 催者 お よ び新 聞発 表 で は,ス ト参 加 率 は 常 に:1

90%で あ るが,公 社 発表 で も87年 度 平 均70%以 上,88年 度60%以 上,89-90年50%以 上 を記録 して い る。 鉄

道 管 理 区 に よ りス ト参 加 率 は異 な り,ピ ー ク 時 の87年9月 の ス トは平 均77.6%,80%を 越 え た鉄 道 管 理 区 は

15の 中8で あ った 。

[29]L.Bordogna,ibid.,pp.162-3.

[30]11月 初旬 の 「鉄 道運 輸 に関す る暫定 措 置 令 」 に お いて,削 除 され る。

[31]L:Bordogna,ibid.,p.159,p.164.

[32]Cgilを 軸 に した 既成 労 組 出 身 者 に よ って構 成 され て お り,89年 夏 の時 点 で,cOBAsの 全 国協 同体 メ ンバ ー

30名 の 中,10名 強 がCgilに,3-4名 がCislに,2-3名 がFisafsの 出 身労 組 に在 籍 し,そ の会 合 に も出席

して い た 。 二重 帰 属 に対 し厳 格 で な い態 度 を と って きたCgil(中 央 は,二 重 帰 属 者 の処 遇 を産別 組 合 に一任)

は,COBASの 正 規 交 渉 権 者承 認後90年6月,リ ー ダー の ガ ロ ッ リを除 名 した 。LBordogna ,ibid.,p.172;_,

Rapportidisettore,op.cit.,p.171,180.

[33]リ ス トラ,生 産 性,賃 金 の 一 部 「変 数 化」,企 業 組 合 間 の情 報,諮 問,交 渉事 項 の対 象 の よ り明 確 な規 定

に対 す る組 合 側 の 同 意(89年 協 定 時 の 共 同 決 定 体 制 へ の 逆 転傾 向)と 確 実 な賃 上 げ との 交換 の上 に成 立 。L .

Bordogna,Relazionisindacalieframmentazionedellarappresentanzanelleferrovie,ibid.,p .173.

[34]そ の 要 求 は,賃 上 げ額 の不 満,3万 人 労 働 者 排 除反 対,技 術 革新,異 なっ た労 働 組 織 月 間 最低2回 の2

日連 続 休 暇,利 用 者 安 全 の 防衛,機 関士2人 乗 務 の励 行 。

[35]各 職 種 間 の不 和(EX.昇 進 問題)に 関 して は,機 関士:勤 続9年 で全 員 を7レ ベ ル に昇格 獲 得,駅 長:1/6

が8レ ベ ル に昇 格 獲 得,全 員 をカ ー ドル ・レベ ル へ の 要 求,機 関士:駅 長 の 昇格 を 見 て,一 定 数 の8レ ベ ル

へ の移 行 を新 た に要 求,旅 客 要員(列 車 長 と して の責 任 を もつ):作 業 テ クニ シ ャ ンで しか な い機 関 士 と同等

か そ れ以 下 にな っ て しま う と嘆 く。

[36]M.N.Zald/J.'D.1VlcCarthy,Social-.MovementIndustries:CompetitionandConfictamongSMOs,inSocial

MovementsinanOrganizationalSociety,op.cit.,p.178.

[37]CESOS,Raliporto90-91,Ed.Lavoro,92,p.151.

[38]拙 稿,前 掲書,73-5頁 参 照 。
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[39]CESOS,Rapporto82-3,0p.cit.,p.126,p.171.

[40]集 合 財 と は,「n人 か ら成 る集 団Xの どの個 人Xiが そ れ を消 費 して も,当 該 集 団 内 の他 者 が 利 用 で きな く

な る こ と の な い よ う な財 で あ る。 換 言 す れ ば,公 共 財 あ る い は集 合財 を購 入 しな い,あ るい は支 払 わ な い 人

とい え ど も,そ の財 の消 費 の分 け前 か ら排 除 され る こ とは ない 」,「一 般 化 され た便 益 」 をい う。 「労働 組 合 も

国 家 も大 規 模 集 団 に ほ ぼ共 通 の便 益 あ るい は集 合 的 な便 益 を供 給 す る」。M.01son(依 田/森 脇 訳),『 集 合 行

為 論 』,ミ ネル ヴ ァ書 房,83年,13-4頁 。

[41]選 択 的 誘 因 と は,「 潜 在 的 集 団 の利 益 の た め に働 い て い る組 織 に対 して報 酬 を 支払 う誘 因,あ るい は,必 要

な 集合 的行 為 の 費 用 をな ん らか の他 の方 法 で負 担 す る誘 因」 で あ り,「 選 択 的 動機 づ け は,各 個 人 の 集 合 財 費

用 分 よ り も,各 個 人 の 選 好 に か ん して,価 値 的 に よ り高 い もの と定 義 され る」。M.Olson,『 集 合 行 為 論 』,前

掲書,43,62頁 。

[42]負 の選 択 的誘 因,す な わ ち労 使 関係 を規 制 す る メ カ ニズ ム の不 在 を,ボ ル ドーニ ャは 「市 場 な き多 元 主 義 」

と呼 ん で い る。 多元 主 義 は,資 源 を配 置 し,要 求 と紛 争 を規 制す る市 場 と相 互 に支 え 合 って 均 衡 が保 た れ る。

もと もと市 場 競 争 に露 呈 して い ない 公 共 部 門 は,し たが って 市場 に代 わ る何 らか の 規 制 メカ ニ ズ ムが 必 要 に

な る。 イ タ リアで は,多 元 主 義 が 規 制 メ カニ ズ ム の不 在 と結 合 した労 使 関係 態 勢 が,紛 争 の 断片 化 を生 み 出

した とす る 。主 に,L.Bordogna,Pluralismosenzamercato,op.cit.,pp.82-5.

[43]M.Olson,『 集 合 行為 論 』,前 掲 書,72-4頁 。

[44]M.Olson,TheRiseandDeclineofNations,YaleU.P.,82,pp.24-5.

[45]C.TiUy(堀 江 監訳),『 政 治変 動 論』,芦 書 房,84年,83-4頁 。

[46]M.Olson,『 集 合 行 為論 』,前 掲 書,221頁 。

[47]AA.VV.,LaborandanIntegratedEuropa,TheBrookingsInstitution,93,pp.36-7.

[48]上 級 公 務 員 職 員 現業 職 全 体(1987,正 規 雇 用 者)

連邦 政 府36.328.735.0100(314)()内 は 実数

州政 府59.729.910.5100(1549)

市 町村58.78.732.6100(1755)

郵 政サ ー ビス70.26.623.2100(440)

鉄 道57.62.240・2100(276) 、

社 会保 障12.083.14.9100(225)

その他2.681.615.8100(38)

全 体55.820.823.4100(4593)

R.,Brunetta(ed),Retribuzione,costodellavaro,livellideltacontrattazione,Etaslibri,92,p.409;L.Bordgna,Prob-

Temadellerelazionisindacalinelsettourepubblico.L'esperienzaitalianainprospettivacomparata,inStatoe

mercaton.3,12/92,pp.377-400;0.Jacobi/W.M.Jentsch,WestGermany:ContinuityandStructuralChange,

inG.Baglioni/C.Crouch,EuropeanIndustrialRelations;SAGE,90,pp.140-1.

[49]M。 レジ冖 二,「 政治 的交 換 の 条件 」,J.H.Goldthoepe編(稲 上 他 訳),『 収 斂 の終 焉 』,有 信 堂,87年,133-

4頁 。 代表 権 の独 占 は,北 欧諸 国 の よ うに 国民 レベ ル に おい て90%を 越 え る組合 組 織 率 を背 景 に し うる 場合 で

あ り,ピ ー ク時で も60%の イ タ リアの 三大 労 組 は,厳 密 には代 表 権 の独 占 に至 らずそ れ に 向か う過程 で あ る。

[50]70年 以 降,国 家 お よび 地 方 の様 々 な レベ ル の 公 的機 関 に は,労 働 者,住 民 お よ び組 合 参 加(実 質 的 に は 三

大 労 組 が そ の代 表 者 を送 り出 して い る)が 制 度 化 され て い る。 国鉄 で も,役 員会(最 高 意 志 決 定 機 関)に3

名(全 従 業 員 によ る各 組合 の候補 者 リス トに よ る選挙 で 選 出)の 従 業 員代 表 が 派 遣 さ れて い る。
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そ の 他 の 参 考 文 献

S.Negrelli/E.Santi,IndustrialRelationsin.ltalyinG.Baglioni/C.Crouch(ed.)EuropeanlndustrialRelations,1×90,

SAGE,London.

LBordogna,Vincolieopportunitydell'azioneconfederale,inProspettivasircdacale,n.78,dic./90,pp.7-19.

L.Ulman,etal.(ed),LabarandanIntegratedEurope,TheBrookingsIns.WashingtonD.C.,93.

D.LaValle,L'influenzacomestrumentodiregolazionedelleassociazioni,inMeycatoestato,n.36,pp.429-456.

ColinCrouch,The.FateofAticulatedIndustrialRelationsSystems:aStock‐takingafterthe`Neo‐liberal'Decade,

Future.

Baldissera,Dopoicobas:problemieinterpretazioni,inStatosociale,Servizi,Pubbllicoimpiego,JoveneEd:,Napoli,

1990,pp.153-163.

P.M.Brandini,IIfenomenodeiComitatideibasenelsettoredeitrasporti,inCESOS,Rapporto87-88,Ed.Lavoro,

89,pp.373-387.

/ノ

年 表

87.2.末 機 関庫代 表 者全 国会 議 実現 を推 進 す る委 員 会形 成 の た め の会 議(ロ ーマ,約140名)

4.05.Fisafs:8時 間 ス ト

4.25.三 大 労組Fisafs:24時 間 ス ト(協 約 改 訂)

4.28.第 一 回 デモ(ロ ー マ)

5.初 旬 第 一 回会 国会 議→COBASの 活動 が組織 化

5.07.ヴ ェネ チ ア鉄 道管 理 区の機 関士 ス ト

5.21.三 大 労組:24時 間 ス ト

5.23.公 社/三 大 労 組Fisafs(7.22.):87-9年 労働 協 約 合 意到 達

COBASの 大 部 分 の要 求 が 協約 に受 け入 れ られ た:機 関士 の一 部 を7レ ベ ル に昇 格,労 働 条件 の改 善

(運転 室,地 上 施 設),年4日 間 の 職 業研 修,平 均10万 リラの 生 産 性賃 金,連 続 休 暇2日 制 の拡 大 。

6.23./7.26./9.16-7./9.27.機 関 士COBAS:ス ト(総 連 合,Fisafs締 結 協 約 反 対,機 関 士 の 交 渉 期 日の 再

開 を要 求)一 正式 に 再 開 は認 め られ ず,3年 間紛 争 が 長 期 化,90年 春 一 夏 の 新 協 約 改訂 時 に調 停 が

成 立

10.03.機 関士COBAS:ス ト

11.06.三 大労 組,Fisafs:87-9年 労働 協 約 批 准(賛 成60.8%,投 票 率69%)

-11 .15.諸 産別COBASの 第一 回会議:ス ト規 制反 対 決議

11.27-8.機 関士COBAS:ス ト

11.30.Fisafs所 属 の旅 客 要 員:ス ト(批 准 され た労 働協 約 反 対)

12.12.公 社/三 大労 組,Fisafs:生 産 性賃 金 に関す る協 定

12.13.機 関士COBAS:24時 間 ス ト(12.12付 け協 定 に 反対)-88年2-3,6-7,9月 諸 種 の 交 渉 ラ ウ

ン ド

88.01.28-9.機 関士COBAS:ス ト

01.下 旬 三 大労 組:「 ス ト規 制 法」 に関 す る合 意 成立

04.14-5./06.2-4.機 関士COBAS:ス ト

07.〆 「ス ト規 制 法」 上 院通 過

08.リ ガ ト公 社 再建 計 画(人 員 削 減 中心:93年 末 まで に4万4千 人)
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10.15.COBAS:48時 間ス ト宣言に対 し,政 府の差止命令

10.21.公 社/COBAS:労 働協約合意。→他組織の反応:Cisl‐ 大衆的格付け昇格 に反対,Fisafs一 旅客要員

の生産1生賃金への影響,運 行長,駅 長 の7レ ベルへの昇格 に関する懸念

12.公 社総裁:リ ガ トからスキ ンベルニへ

89.01.30.公 社/三 大労組:労 使関係,生 産性賃金 に関する協定,Fisafsの 分離

02.3-4.機 関士COBAS:ス ト

02.18.Fisafs:24時 間 ス ト

03.15.ス キンベルニ公社 再建計画案提示

04.26.三 大労組,Fisafs:24時 間ス ト(再 建計画反対)

05.15. ,三 大労組,F孟safs(ナ ポリ鉄道管理区):24時 間ス ト(再 建計画反対)

05.中 旬 スキLンベルニ人員削減計画提案(89年 末中 に1万5千 人削減一機関士は2500人 弱,92年 末 までの約

4万 人削減)

05.27-8./06.21-4.機 関士COBAS,Fisafs:ス ト

06.30.公 社/三 大労組:新 労使関係 に関する協定(一 種 の社会協定),協 定 に反対す るFisafsの ス ト準備

07.05.公 社/三 大労組:毎 年の補完交渉の制度化 に関す る取 り決め。

07.10.公 社:COBASに 対 して,正 式な組合組織 の確立(→ 協約の尊重),ス ト自主規制規準 を受容 す るこ

とを条件 に,公 的に認知する用意がある旨通知。賃金/生 産 性の交換(経 済的刺激)を 提起

07.20.公 社:中 央管理組織部門の合理化(45部 門の中,18部 門の廃止)決 定

07/08/09.Fentraf-Confederquadri:3日 間のス ト宣言(ispettori,駅 長,テ クニ シャン長,車 庫長,ufficial

navaliが 参加):公 社経営へのガー ドル参加問題が争点。

09.22.ス キンベルニの 「鉄道推進計画」(:・ ・:年の財政案)発 表

10.27.労 働大臣/三 大労組:鉄 道再建 ・推進計画 における投資およびその優先順位 に関する合意

11.初 旬 「鉄道運輸に関する暫定措置令」下院通過(89年7月 の早期定年制 に関する組合の協定が働 く条項 を

削 除)

11.22-23./12.15.COBAS,Fisafs機 関士(Sma)の24時 間ス ト:不 満足 な交渉終結(87-9)に 抗議,機 関

士 の昇進基準の変更,全 機 関庫長 の7レ ベル昇格,機 関士2人 乗務 による安全確保,機 関士の現行

乗務 の再確認,現 行労働 基準 の再確認 と機関車要員の労働 を規制す る制限変更 の拒否,機 関士労働

に関す る特別交渉の要求。

90.01.公 社/Sindifer(独 立組合):管 理職 の労働協約締結。賃金改訂,民 問企業管理職 に同等化(解 雇の

可能性,移 動の制限緩和)← 三大労組:管 理職の要求案作成 のためFederdirigenti,Sindiferと 作業

グループを開始す ることを決定 し,ま た前協約締結で は署名 していたが,公 社 は相談な しに締結。

01.16.公 社/三 大労組,Fisafs:90-2年 労働協約改訂第一 回予備折衝

01.24.公 社:新 たに3万 人の人員整理 を発表,三 大労組:ゼ ネス ト宣言に よる抵抗

01.28.機 関士COBAS:48時 間ス ト

02.05.公 社/三 大労組:人 員削減計画に関する協定成立

更 に,管 理職協約の補完 のため に,三 大労組 と交渉 を開始 し,ス ト自主規制規準 にサ インさせ る

ため他の組織 の代表者 を も全般協約の交渉 に出席させ ることを決定。

02.14.上 院運輸委員会:「鉄道推進計画」案の承認,運 輸経済計画閣僚委員会設置の決定

03.02.両 院の労働委員会議長 に対する機 関士紛争 の諮問結果:COBASの 労働協約交渉 からの排 除は不適切

03.初 旬 三大労組,Fisafs全 国代議員大会:90-2年 労働協約案承認:平 均月額賃上げ54万6千 リラ(基 本給
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26万5千,機 関士手当15万 リラ)←COBAS:60万 リラ要求

03.09.労 働協約交渉 開始

03.20.ス キ ンベルニ:協 約交渉 に関する話 し合いのため機関士COBASを 召集

03.23.Fit/C童sl:協 約交渉へのCOBAS参 加 に抗議 して,改 訂交渉への不参加 を決定

03.31.駅 長COBAS:カ ー ドル資格の承認 を求めてス ト決行→交通麻痺 に

03.末一〇4.01.COBASの 抗議ス ト(96時 間)宣 言

04.10.ス キ ンベルニ/COBAS代 表者:第 一 回 目の会談。10分 問で終了←COBASは,会 談成立条件 として

96時 間ス トを取消 したが,次 に予 定す る4月23-28日 の72時 間ス ト撤回 しなかったため(ス ト計画

であ り,ス ト宣言で無いため取 り消せ ない)

04.23.24時 間ス トとして開始(同 一週末に48時 間ス ト予定)ス ト参加率50-5%(公 社),80%(COBAS)

←公社側 の相変わ らずの厳格 な姿勢(労 働委員会議長 のCOBAS召 集に対す る新 たな勧告 も拒否)

自主規制規準の尊重ヅ争議中の組織を召集 しない

→既成労組の分裂,新 たな断片化の危機 の醸成(駅 長一召集及 び機関士 と同様 の処遇 を要求)

04.26.機 関士COBAS:48時 間ス ト突入←内部対立:一 部 は,召 集の条件 として のス ト撤回を求め,他 はス

ト撤 回の条件 としての召集 を求め る

04.27.ベ ニー二運輸大 臣によるCOBASの 召集:申 し合 わせ=機 関士に関す る労働協約交渉に独立 した組織

として参加,現 行法が定める組合 の権利の保障,5月2日 に公社がCOBASを 召集す るよう約束:自

主規制規準への署名,残 り24時間のス トの撤 回

05.07.機 関士COBAS二 協約改訂交渉に初め て参加

05.14.(05.19)公 社 三大労組,Fsafs:労 働 協約合意達成

(賃金)機 関士:月 額92万 リラ,全 平均57万 の増額(基 本給24万,部 門補 完賃金15万,諸 手当18万=

各職種への配分:機 関士38万,旅 客要 員23万,駅 務員28.5,保 守11.3,事 務職7.5→ 機 関士平均87万,

7レ ベ ル機関士の大部分93万,駅 長100万 以上),工 員,職 員平均40万 リラ(総 額60億 リラ)一 既成

労組の機 関士 についての合意 は90万 リラ

(労働基準)1万6千 人の昇格,労 働 組織 は部門交渉で新たな基準 を決定

←公社:20-30%へ 増大 した生産性及 び組織員交渉 の新原則,ガ ー ドル問題への関心,賃 金の変数

化 に伴 う約13の 生産性 との連結 に満足。三大労組:職 業的専門性 と労働 の不快 さに報い,国 鉄 リス

トラ交渉の主役 を担 った と評価。

05.15.転 轍手COBAS:他 のCOBASに 認め られた同一処遇を要求

05.24-29/06中 旬 機 関士COBAS25日,駅 長24日,転 轍手29日,機 関士助手,旅 客要員27日,運 行長28日 は

調印拒否 し,連 続的 ス ト宣言(機 関士は合意 した協定 を拒否 して,そ の他 の職種 は機関士 の処遇 に

よってペナルテ ィーを被 った抗議 として,し か しス トの期 日を波状的 に一致 させ る)

←一大差止命令措 置(5万 人規模)に より回避

06.ス キ ンベ ルニ辞任,ネ ッチ総裁就任,公 社 の一般改革路線(閣 議 による了承):経 済公社への移行

(鉄道輸送を直接経営管理するが,民 間資本 に解放 された分社化が可能に)。

06.「 ス ト規制法」施行

07.06/10.ネ ッチ総裁/機 関士COBAS:労 使関係 に関する合意 プロ トコール調印

07.18.公 社/三 大労組Fisafs,COBAS:90-2年 労働協約調 印

→ 約3年 にわたる紛争の終結

09.11.公 社/三 大労組:人 員削減 に関する協定:91年 度中に移動,異 動お よび早期定年 によって3万8千
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人 を削減

→ 大交渉の開始(-91年8月):ネ ッチ による人員削減計画一現行18万6千 か ら16万5千 人
,組 織 員

移動,凍 結,特 に依願早期定年 を通 して。組合:間 引 きに同意 するが,17万5千 人以上 は不 可能 と

宣言。

11.紛 争再燃←新協約 にかかる費用の助成不足が原 因

91.01.29.公 社,余 剰人員2万 人追加 の通告

02.20.公 社/三 大労組,Fisafs:公 社の91-2年 度計画実施に対する協力 に関する合意プロ トコール調印

03.04.公 社/三 大労組:法 律第146号 に基づ くス ト中の最低サー ビス保障 に関す る合意達成

07.機 関士COBAS:順 法 闘争

08.公 社/三 大労組Fisafs:人 員削減計画 に関する合意 一1万(既 合意済み)+1 .1万(更 に)の 削減,

同 時に2千 人の 目的別採用の予定→生産性30%の 上昇 に等 しい組織 員16万9千 人までの削減 を実現

紛争再燃←COBAS拒 否の 「安全取 り決め」 を理由として:

09.16.公 社COBASの インフォーマ ル合意達成:2人 乗務,新 機関車手当

10.16.機}関 士COBAS:ス ト

92.01.30.旅 客要員COBAS:ス ト協定で規定 された役割 に対する制限 に抗議 して

02.08.旅 客要員COBAS:運 輸大 臣命令に より,ス ト中止

03.公 社/三 大 労組,Fisafs,COBAS:「 国鉄の経営移転 に関する基 本協定」一 制度的新態勢の規定=計

画的な契約 によって国家に結合 し,経 営,資 産上 は独立 した公社へ。事業の分業化 と共同化 。

(労使関係)新 しい協約 レベル(適 用す るセクター,地 域 を分割す る),統 一組合代表RSCの 選 挙に

つ いての計 画,早 期定年及 び移動手続 き(3千 人 を越 えない)の 規定,生 産性に結合 した新増 大に

よ る臨時補完協約 の定義。

03.公 社/三 大労組Fisafs,COBAS:法 律 第146号 に基づ くス ト中の最低サー ビスに関す る協 定。通勤

時 間帯 にお けるス ト(短 時間 ス トも含 む)禁 止,組 合(手 続 きを尊重 しない),個 人(中 断4日 ま

で)に 対 し懲罰 を強化。(COBASも 遅れて調印)

04.公 社/三 大労組Fisafs:「 生産性賃金に関す る協定」,

04.09.公 社:機 関士COBASが ス ト実施 の場 合 には,昇 給 分 を支払 わ ない と言 明,そ れ に対 し機 関士

COBASは48時 間ス ト(21日)宣 言

04.12.機 関士COBAS,旅 客要員COBAS:24時 間ス ト(労 働組織改変問題)

04.16.保 障委員会:鉄 道COBASの ス ト宣言 を批判

→Agens(Agenziadell'enteFerrovie使 用 者団体):5-6月 のその他 ス ト宣言 に対 しロ ックアウ トを

威 嚇,ネ ッチは公 共サ ービスのス ト制限 また は廃止 を提起→ 緊張深 まる。Cisl批 判:ス ト権へ の攻

撃 である。;Agensは,対 話者 と して三大労組を特権化する態度 を表 明。

05.06.公 社:組 合 に対 し,厂株式会社化」計 画を提示

05.29.旅 客要員COBAS:ス ト(参 加率20%)

旅 客要員COBASの 提案:三 大労組外の新組合(Supercobas)殼 立構想

08.12.公 社 の株式会社化
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